
様式第1号

※繰上資金は、毎月償還は10万円以上、ﾎﾞｰﾅｽ併用償還は20万円以上。 　いずれかを記入。（注）
※繰上資金の１/２以上をﾎﾞｰﾅｽ償還へ充てる。 　繰上前の未償還回数より多く設定する
※繰上後のﾎﾞｰﾅｽ償還回数は、毎月償還回数の１/６以内。 　ことはできません。

　償還額は次のような記入でも結構です。
　・2万円前後  ・現在と同程度

（注） 住宅借入金等特別控除を受けている方で、一部繰上後も所得税の控除を希望する方は、償還開始から完了までの
期間が10年(120回）以上となるよう、償還回数を優先して設定してください。
※償還済回数＋一部繰上後の償還回数≧120回

  公立学校共済組合貸付規程第16条の規定に基づき、借受中の貸付金を一部繰上償還し、繰上償還後の

償還回数又は償還額を上記のとおりとしたいので申し出ます。

      公立学校共済組合愛媛支部長  様

令和                  年 月 日

・申込日及び太枠内を記入し(それ以外の箇所は記入不要)、希望する月の10日(必着)までに提出してください。
・納付書は繰上償還予定月の18日頃に送付しますので、25日(金融機関が休業日の場合は前営業日)まで
  に振込んでください。
・支部作成の納付書により伊予銀行の窓口で振込む場合は、振込手数料は無料です。
・繰上償還月は現在の償還額で、繰上償還月の翌月から新償還額で償還することとなります。
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